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ＪＡ共済連（全国共済農業協同組合連合会・代表理事理事長 柳井 二三夫）では、

「令和６年度のＪＡ共済事業計画（第 75 年度事業計画）」を決定しましたのでお知

らせいたします。 

 

令和６年度は「新たな時代に、変わらぬ安心を ～地域とともに、農とくらしの未来

を支えるＪＡ共済～」をスローガンに掲げた今次ＪＡ共済３か年計画の最終年度であり、

次期３か年（令和７年度から９年度）への架け橋となる重要な年度であることから、こ

れまで以上に「組合員・利用者本位」で業務運営に取り組むことを基本方針に、令和４

年度および令和５年度における取組状況や課題を踏まえ、３つの重点取組事項を設定し

ております。（詳しくは別紙をご覧ください。） 

 

ＪＡ共済は、これからも「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合」として、

組合員・利用者の皆さまに「安心」と「満足」をお届けできるよう、「ひと・いえ・

くるまの総合保障」を提供するとともに、健全な経営による事業活動を行ってまい

ります。

 

 

  

「令和６年度のＪＡ共済事業計画」の決定について 

N e w s  R e l e a s e 
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１．全契約者・組合員への“寄り添う”活動の展開を通じた保障充足 

組合員・利用者一人ひとりに寄り添った事業活動を行うための関係性の再構築・強化に向

けて、以下の施策に取り組みます。 

 

 

２．組合員・利用者の信頼と期待に応えるための態勢づくり 

組合員・利用者の信頼と期待に応える事業活動を展開するための態勢づくりに向けて、以

下の施策に取り組みます。 

 

 

 

 

 

３．社会的責任を果たすための信頼性・健全性の強化 

社会、組合員・利用者から信頼され続けるため、また、社会課題の解決等に向けて、以下

の施策に取り組みます。 

 

 

 

 
 

  

（１）組合員・利用者への“寄り添う”活動の徹底 

（２）組合員・利用者一人ひとりに応じた保障・サービス等の一体的な提供 

（１）「組合員・利用者本位の業務運営」の浸透・定着に向けた環境整備 

（２）推進者の育成・支援の強化と態勢整備 

（３）“共済事業体制総点検運動”のさらなる実践・促進 

（４）利便性向上・事務負荷軽減に向けた取組強化 

 

（１）コンプライアンス・ガバナンス態勢の強化 

（２）統合リスク管理態勢の高度化 

（３）社会課題解決等への取組み 

（４）連合会職員のさらなる育成強化 

令和６年度の重点取組事項 

別紙 
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ＪＡ共済連は、全国の各農業協同組合（以下、ＪＡ）とともに、ＪＡ共済事業の使命を全う

し、より一層、組合員・利用者の皆さまに寄り添った事業活動を展開するため、「組合員・利用者

本位の業務運営にかかる取組方針」を策定・公表しております。 

 

今後、本方針に基づく取組みの状況については、定期的に公表するとともに、より組合員・利

用者本位の業務運営に資するよう、社会情勢や環境変化等をふまえ、必要に応じて本方針を見直

してまいります。 

 

＜組合員・利用者本位の業務運営にかかる取組方針＞ 

１．組合員・利用者への最良・最適な共済仕組み・サービスの開発・提供 

ＪＡ共済連は、組合員・利用者の皆さまが、くらしや農業を取り巻く様々なリスクに対し

て安心して備えられるよう、社会環境の変化等も踏まえ、組合員・利用者の皆さまの視点に

立った最良・最適な共済仕組み・サービスの開発に努め、全国のＪＡを通じて提供します。 

 

２．組合員・利用者本位の保障提案と情報提供 

（１）ＪＡ共済連は、ＪＡが組合員・利用者の皆さま一人ひとりに寄り添った保障提案や情

報提供等の活動が実践できるように、以下に掲げる各項目について、取組みの実践・強

化に向けた環境整備・支援に取り組みます。 

① 加入目的やライフプラン等に応じた最適な保障・サービスのご提案 

② 丁寧な意向把握・確認の実施 

③ 分かりやすい重要事項説明（契約概要・注意喚起事項）の実施 

④ ご高齢の組合員・利用者の皆さまに対するきめ細やかな対応の実施 

（２）なお、保障の加入にあたり、共済掛金の他に組合員・利用者の皆さまにご負担いただ

く手数料等はございません。 

 

３．組合員・利用者本位の各種手続きやフォロー活動 

（１）ＪＡ共済連は、組合員・利用者の皆さまのご加入時・ご加入後も安心と満足をお届け

できるよう以下に掲げる各項目の実践に取り組みます。 

① 組合員・利用者の皆さまに分かりやすい手続きのご提供 

② 円滑な損害調査・共済金等のお支払い 

③ デジタル技術等を活用した利便性向上 

（２）ＪＡ共済連は、ＪＡが組合員・利用者の皆さまに分かりやすい手続きや寄り添ったフ

ォロー活動を実践できるよう、環境整備・支援に取り組みます。 

 

４．組合員・利用者の「声」を活かした業務改善 

ＪＡ共済連は、組合員・利用者の皆さまからいただいた「声（お問い合わせ・ご相談、ご

要望、苦情など）」を誠実に受け止め、業務改善に取り組むとともに、ＪＡの業務改善を支

援します。 

組合員・利用者本位の業務運営にかかる取組方針について 
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５．保障に関する責任を確実に全うするための資金運用と健全性の確保 

ＪＡ共済連は、保障に関する責任の全てを保有しております。このため、組合員・利用者

の皆さまに対し、将来にわたって共済金・給付金等を確実にお支払いするために、負債特性

やリスク許容度を踏まえた資金運用に取り組むとともに、大規模自然災害に備える準備金の

積み立てなどに取り組みます。 

 

６．利益相反の適切な管理 

ＪＡ共済連は、組合員・利用者の皆さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相

反防止に関する方針等を定め、本方針等に基づき、利益相反のおそれのある取引について適

切に管理します。 

 

７．組合員・利用者本位の業務運営を実現するための人材の育成等 

（１）ＪＡ共済連は、役職員一人ひとりが「組合員・利用者本位の業務運営」を実践できる

よう、人材育成に取り組みます。 

（２）ＪＡ共済連は、組合員・利用者の皆さまと直接繋がるＪＡが「組合員・利用者本位の

業務運営」を実践できるよう研修会等を通じて人材育成をサポートするとともに、適正

な推進活動に向けた制度等の整備に取り組みます。 

 

※上記方針については、ＪＡ共済ホームページにて公表しております。 https://www.ja-

kyosai.or.jp/about/fiduciaryduty/ 

※共済事業は、ＪＡとＪＡ共済連が、共同で事業運営しております。ＪＡの組合員・利用者本位

の業務運営にかかる取組方針等については、各ＪＡのホームページをご参照ください。 

 以 上 

https://www.ja-kyosai.or.jp/about/fiduciaryduty/
https://www.ja-kyosai.or.jp/about/fiduciaryduty/

